
じぶんの町を良くすはしくみ。

lh靱忘瞼
勘期間10月 1日～3月 31日

共同募金は地域のさまざまな福祉活動を支えています。

令和 6年度 大分県赤い羽根共同募金ポスターコンクール

大分県知事賞

厭  !史織 さん (津久見市立津久見中学校 1年 )

ごあいさつ

県民の皆様方のご理解とご協力に

支えられ、79回 目となる「赤い羽根

共同募金運動」が、今年も 10月 1日

から全国一斉に始まります。赤い羽根

共同募金は、「じぶんの町を良くするしくみ。Jをス回―ガ

ンに、子どもたち、高齢者、障がいのある方などを支援す

るさまざまな福祉活動や更生保護活動、さらに災害時の被

災地支援などに役立てられます。今年も共同募金運動に多

くの皆様方のご参加とご支援をお願いいたします。

令和7年 10月

社会福祉法人大分県共同募金会

会長 永松 悟

共同募金の寄付金 |ミは税の特典があります
`

◎会社などの法人寄付金は、全額損金算入できますし ‐
◎個人の寄付金は:所得税|・ 住民税の控除対象となります5
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理羅零鶏 1億 1ヮ889万 4千円
飾疎目鋼5,353万 6千円
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運動資材作成や広報活動、審査会開催、事務局の

運営費、全国的に運動を展開するための中央募金

会分担金などに。

募金総額の3%を上限に積立て、大規模災害が

発生した場合、ボランティアセンターの設置、運営

などに。

児童福祉施設・障がい児施設・里親・ファミリー

ホームヘの助成などに。
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0子どもやひとり親家庭のために/8,376千 円
●障がいのある方や難病のある方のために/3,830千 円
●お年寄りのために/13,040千 円
0住民の福祉全般に/49,991千 円

令和 6年度

共同募金 =
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在宅で暮らす高齢者への配食サービスやお見舞い、

地域が主体となって行うクリスマス会などの

地域.ζ、れあい交流などに。
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昨年度の共同募金は、

県民の皆様のあたたかいご支援とご協力により、

募金総額は 184θ 465千 円とな りました。

ここに厚くお礼を申し上げますとともに、

助成結果についてご報告いたしますも

雪りがとぅフォトンタ
ノ

たくさんのメッセ_ジが届いてぉ
ります
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受け手ボランテイア養成講座

じぶんの町を少しでも良くしようと頑張っ

ているNPO、 ボランティア団体・グループ

等の地域福祉活動を応援します。

下記のホームページよりお気軽にお問い合

わせください。

無ホ_智
『
覗霜黙Ъぃ//社会福祉法人大分県共同募金会

悩みごとの電話相談 個人別動作 トレーニング 学びなおtの 支援 被災家屋の泥だ t作業

高齢者等の就労支援 (農福連携 )
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〒870-0907 大分市大津田T2丁目1番 41号  大分県総合社会福祉会館 3階
  L今

命「 1景乙昴2τfl ]]星丁EL(097)552-2371 FAX(097)552‐ 6250   Ⅵ
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更に男5『じぶんの町を展くするしくみ』
今年度もご協力をお願いします。

令和 6年度にご協力いただいた実績

募金総額

52927露 ,585間は、
このよう|こ使われました。
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たくさんの善意を
ありがとうござい
ました I

一般募金

37,2◎ 99議膠8鰹
歳末たすけあい募金

l鱗 90心2,097円

:i:暑籍饒奪躙:ξ
|して|その1年

|の募金目1標額を1設定|し|ま|す :
■集まち,た募金は大分県全体と市lmTI村 |
地域|ごとに配分されます:



市民の普さまの募金

地域の福祉のために !!
障がい者施設、
児童養護施設等
応援金として !

保育施設の備品
購入費として !

世代間のふれあい

交流会などに 1

福祉車両購入費と
して !

各種福祉団体活動費

人材育成費として !敬老活動費として !

●共 同募金の寄付金 には、

税制上の特典があ ります。

■法人関係の寄付金は、全額が損金として

認められます。

■個人の寄付金は、所得税 0住民税控除の

対象になります。

●共同募金は、皆さまのまごころの

お金です。

今年t皆さまのご協力を
よろしくお願いします。

共同募金についてのお問合せは

大分市共同募金委員会

大分市荷揚町2番 31号 大分市福祉保健課社会福祉担当班 直通電話 :537-5996


